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平 成 ２ ８ 年 第 ３ 回 

小海町議会定例会会議録 

「第 ２ 日」 

＊ 開会年月日時  平成２８年８月３０日 午前１０時００分 

＊ 閉会年月日時  平成２８年８月３０日 午後 ３時１４分 

＊ 開会の場所  小 海 町 議 会 議 場 

 

    会 議 の 経 過 

○ 開    会 

議 長 皆さんおはようございます。議員各位におかれましては、台風の影響によ

ります雨の中、ご出席いただきまして大変ご苦労様でございます。台風 10

号が東北地方に上陸という報道があります。大きな災害が起こらないこと

を願うものであります。本日は会期 2 日目、議案質疑でございます。よろ

しくご審議を申し上げたいと思います。 

ただ今の出席議員数は全員であります。定足数に達しておりますので、こ

れから平成 28年第 3回小海町議会定例会を開会いたします。 

これから、本日の会議を開きます。 

議事日程の報告 

議 長 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります 

本日、会議事件説明のため出席を求めた者は、町長、副町長、教育長、 

代表監査委員、会計管理者、各課長、所長、専門幹であります。 

なお、暑いようでしたら、上着を脱いでいただいて結構でございます。 

議案の上程 

議  長 これより議案の上程をいたしますが、本日は議事日程のとおり、議案の 

質疑・付託までといたします。それでは、順次議案を上程いたします。 
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日程第１ 議案第３５号 

議  長 日程第１、議案第３５号 

「小海町農業委員会の委員の定数等を定める条例の制定について」を議

題といたします。 

これから質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。 

（質疑なし） 

議  長 これで質疑を終わります。 

日程第２ 議案第３６号 

議  長 日程第２、議案第３６号 

「特別職の職員で非常勤の者の報酬および費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例について」を議題といたします。 

これから質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。 

（質疑なし） 

議  長 これで質疑を終わります。 

日程第３ 議案第３７号 

議  長 日程第３、議案第３７号 

「小海町税条例の一部を改正する条例について」を議題といたします。 

これから質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。 

（質疑なし） 

議  長 これで質疑を終わります。 

日程第４ 議案第３８号 

議  長 日程第４、議案第３８号 

「小海町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について」を議題と

いたします。 

これから質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。 

（質疑なし） 

議  長 これで質疑を終わります。 
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日程第５ 議案第３９号 

議  長 日程第５、議案第３９号 

「平成２８年度小海町一般会計補正予算（第２号）について」を議題とい 

たします。 

これから質疑を行います。歳入歳出とも補正予算書で、各款または各項

ごとに行います。質疑のある方は挙手を願います。 

【歳入】 

  １２款 分担金及び負担金    ７ページ上段 

  １４款 国庫支出金       ７ページ下段 

7番議員 国庫補助金の農林水産費補助金 6 目ですが、農林振興費補助金これは支

出の方にも関係があるんですが、経営体育成支援事業補助金で 300 万円

ミニトマトのハウスの建設補助ということで、支出の 15ページにもあり

ますが、これは誰が作るのか教えてください。 

産業建設

課  長 

農業ハウスの設置は誰がやるかということですが、八那池の方で現在も

ハウスでトマトを栽培していますが、もう一つハウスを作るということ

です。 

7番議員 名前は分りますか。 

産業建設

課  長 

小池浩二さんです。正彦さんの息子さんです。 

7番議員 補助率は何％ぐらいですか。 

産業建設

課  長 

10分の 3の補助で上限が 300万円でございます。 

議  長 １５款 県支出金のうち 

県補助金         ８ページ上段 

県委託金          ８ページ中段 

１７款 寄付金           ８ページ下段 

１９款 繰越金         ９ページ 

 

【歳出】 

２款 総務費のうち 

１項 総務管理費   １０ページから１１ページ上段 
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2番議員 10 ページの 4 目の企画費についてお尋ねします。この項目には町制施行

60 周年記念事業の補正がなされている訳でございますが、3 月の定例会

にいただいた資料によりますと歌謡ショー等につきましては需用費とい

うものが計上されていましたが、今回のこの補正に載せてきた理由、旅

費等々の説明をお願いいたします。 

総務課長 60 周年事業、ただ今準備中でございます。向こう側プロモーターとの調

整の中で新たに当初は想定しておりませんでした公演スタッフ旅費、そ

れから著作権料等が発生するということ、それから公演に関するチラシ

作製が必要であろうということが新たに判明したということでございま

す。基本的には舞台セット、その他 300 万円ほど当初予算で確保してご

ざいますが、ステージ費用、どういったものが必要になるのか確定して

いないということも含めまして、不足分のみ予算でお願いするという内

容でございます。大変恐縮ですがよろしくお願いいたします。  

9番議員 ただ今の企画費の中の、町制施行 60周年記念事業ということで前にも質

問したんですが、いまいちこの 60周年記念事業ということが町民の中に

浸透していないというか、なんとなく盛り上がりに欠けるような気がし

ます。そのことと、また改めて意義ということと町民への周知をどのよ

うにしていくか、その辺りをお願いいたします。 

総務課長 60周年を迎えて 10月 2日には記念式典その他、9月には敬老会集合開催

をする等、それから各種イベントについても上乗せで豪勢というか、色

を多少つけてあるということでやってきております。盛り上がりに欠け

るというご指摘でございますが、そういったことがあるとすれば大変残

念なことでございますので、今後広報も含めて強化をしてまいりたいと

思います。やはり 60周年、人間であれば還暦ということで、これは一つ

の節目として、町民の皆様若い方からお年寄りまで皆で祝って、60 周年

を祝うということは必要であろうということで予定しております。 

10番議員 財産管理費の公有財産購入費の件で、県道川上佐久線ということで町購

入分の予算が載っていますが、これとの関連で県の取得用地の中に現在

住宅があるということですが、その辺はどのようになるのかという点を

伺いたいと思います。 

産業建設

課  長 

住宅用地がございまして、その住宅の取り壊し等を全て補償して、現在

取り壊すということで進めております。県の方で住宅の取り壊しをして

補償し、道路敷を購入、残地だけ町で購入するということでございます。 
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10番議員 その辺は分りますが、壊す方はいつも住んでいないようですが時期にな

れば帰ってくるということで、その方たちがどうなるのかということを

お聞きしたいと思います。 

産業建設

課  長 

この建物の所有者は主に神奈川県の方に住んでおりまして、夏場だけこ

ちらの本村に来て過ごしており、お独りでございます。今回取り壊すに

あたって交渉していく中で、佐久市の方へ新たに空き家を購入し、そち

らに住むということで話が進みましたので契約が出来たという経過でご

ざいます。 

3番議員 町制施行 60周年記念事業著作権使用料というのは、どういったイベント

に著作権が支払われるのでしょうか。 

総務課長 森昌子ショーを 2 回公演で予定しております。それの歌う楽曲について

本人が歌う訳でございますが、音楽著作権が発生するということで、そ

れは町側負担であるということです。いわゆるプロモーターへの支払い

の報酬の中には入っていないということで必要になる、これは音楽堂等

で音楽を使用する場合と同様、著作権料が必要になるという内容でござ

います。 

2番議員 先程の質問で総務課長の答弁が上手なのでうっかり「はい」と言ってし

まいましたが、頂いた 3 月の定例会の説明資料には、この森昌子の歌謡

ショーですが、確かこの歌謡ショーの説明のところでは 540 万円しか載

っていなかったのですが、頂いた 3 月の資料の時には 300 万円需用費が

入っておりまして、今回また追加で旅費とか需用費が出てきている訳で

すが、この 3 月に頂いた資料では企画費の中に 300 万円が入っていると

いうことで解釈してよろしいでしょうか。頂いた説明資料の 60周年記念

事業、大洗町のバンドとかそういったものが各項目ごとに明細が出てき

て、今回若干需用費が 8 万円程増えていますが、我々が頂いた説明資料

の中では、歌謡ショーはただ 540 万円だけと載っていたのが、予算で分

けていなかった訳ですが、需用費の中で 300 万円載っていたのが要らな

くなったのかと思っていましたが、今回こういったかたちで出てきたと

いうこと、その説明をお願いします。 

総務課長 当初予算の段階で森昌子ショーにつきましては、需用費で 300 万円、役

務費で 540 万円という 840 万円の事業費でございました。この役務費に

つきましては出演料でございます。500万円プラス税というかたちで想定

したものでございます。需用費の 300 万円につきましては、この公演を

行うにあたって必要と思われる例えばステージの機材セット、電気導入

等なかなか実際やってみないと分らないという部分がございまして、300

万円という概算の数字で予算を計上して、現在調整中という中身でござ
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います。その他に告知用のチラシ費用等 52万円、これは具体的に現実化

してきたものでございます。300万円の中に含まれるのではないかという

ことも加味される訳でございますが、金額が大きくて現段階では向こう

のプロモーターと調整中であるということも含めまして、会場設営にど

の程度お金がかかるのかまだ確定しないということでございますので、

追加費用で判明した分について今回予算計上させて頂いているという状

況でございます。それから 540 万円の役務費の中で当然バンド、スタッ

フも含まれるという当初の考えでございましたが、交渉の中で、スタッ

フの旅費については別扱いであるということが判明したという関係もご

ざいまして、今回旅費で 60万円、30人分でございますがお願いしている

という状況でございます。 

2番議員 金額がどうのこうのではなくて、私が申し上げたいのは予算説明資料の

中で 60周年の内訳が何がこうであると載っていて、その時には歌謡ショ

ーは 540 万円だけしか載っていなかった、だからこの 300 万円の事業費

は企画費全体の中で 300 万円が入っているのかどうか、かかる費用です

からステージなどの設置など未知なものがあるからこれからまた追加補

正で出てくるとは思いますが、その辺のところで企画費全体の中でこの

300万円が入っているのかどうかということをお聞きしたい訳です。 

総務課長 言葉足らずで申し訳ございませんでした。企画費の中の需用費としまし

て記念式典、タイムカプセルを含めて 240 万円、大洗町のマーチングバ

ンド関係で 8 万円それから歌謡ショーで 300 万円という内訳で当初予算

に計上してございますので、企画費の中の歌謡ショーとして 300 万円当

初見込んであるという実情でございます。540万円の役務費、いわゆる出

演料だけではない、歌謡ショーには当初から 840 万円かかるという内容

の予算組になっていたということでございます。 

議  長 【歳出】 

２項 徴税費     １１ページ下段 

３項 戸籍住民登録費 １２ページ上段 

   ５項 統計調査費   １２ページ中段 

３款 民生費のうち         

１項 社会福祉費   １２ページ下段から１３ページ上段 

２項 児童福祉費   １３ページ中段 

9番議員 1 目の保育所費で臨時保育士の増ということで、未満児が 3 人増えると

いう話をお聞きしたと思いますが、全部で未満児は何人になるかお願い

します。 



 

24 

 

子育て支援 

課   長 

未満児は現在 2 歳児、1 歳児、0 歳児、全部で 26 名おりますが、後 0 歳

児が 3 名加わるというかたちで、後半スタートしていくということであ

ります。 

9番議員 また委員会の中でやればいいのですが、部屋などはどのようになってい

るのか、その辺りをお願いします。 

子育て支援 

課   長 

今 2歳児、1歳児については裏棟で保育をやっていて、0歳児については

表棟事務室の横に今年から部屋を設けまして、0 歳児用にさせていただ

き、昨年ですが改修工事をさせていただいた中で対応しております。 

議  長 ４款 衛生費のうち         

１項 保健衛生費   １３ページ下段から１４ページ上段 

２項 生活環境衛生費 １４ページ下段 

５款 農林水産費       １５ページ 

3番議員 地産地消事業費、冬野菜を目的にということでしたが、どの程度まで具

体的に話が進んでいるのかお聞きしたいと思います。 

産業建設 

課  長 

具体的にどこまで進んでいるのかということでございますが、これから

始めていきたいということでございます。内容的には南相木村に細井さ

んという方がいまして、その指導を頂きながらほうれん草、小松菜、ター

サイ等冬が旬な野菜を、骨組みだけで使用していないハウスにビニール

を 35万円で買わせていただき、それを借り試験的に研修施設としてやっ

ていきたいと考えております。小海町と直売所の会共同でやっていき、

そこで研修をしながらぜひ町民で空いているハウスを利用し冬野菜を栽

培して、12 月から 3 月ぐらいまで直売所へ冬野菜を出して頂き、地産地

消の推進、直売所の活発化に努めていくことで、研修施設的に借りると

いうことで今、考えているところでございます。 

議  長 ６款 商工費         １６ページ上段 

7番議員 ポイントシステムの構築ということで昨日説明を受けましたが、よくわ

からないので改めて聞く訳ですが、この資料の中で小海Ｐねっと協同組

合が運用し、小海Ｐポイント検討委員会があり各店舗、小海町健康促進

事業、佐久病院、ボランティア、観光イベント、新規ポイント事業予定者

など組織の中でやっていくということですが、今までのシールをカード

にするということも言われましたが、そのカード発行にあたってどのよ

うなかたちにしていくのか、またそのカードによって利用者がどのくら

い恩恵を受けるのか、病院へ罹ってもポイントが貯まって利点があるの

か、その辺りがまだ理解出来ないので説明をお願いしたいと思います。 

産業建設 少しお時間を頂き説明したいと思います。まず主催はＰねっと協同組合
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課  長 で実行して頂き、現在 200 円買い物すると 2 円のＰシールが 1 枚ついて

きて、Ｐシールを集めて商品に換えられたりしますが、それをカード化

でやっていきたいということです。イメージ的に申し上げます。このシ

ステムを作るにあたって主に 3 つ必要なものがあります。まず、カード

でございます。今までシールだったものをカードにします。カードは紙

でもプラスチックでもいいのですが、1 枚 5 円から 10 円のものに、ここ

が特徴になりますがＱＲコードというものを入れます。ＱＲコードとい

うのは、黒と白のバーコードがありますがそれを真四角にしたもので、

よく携帯で読み取る時に使うもので、そのＱＲコードを入れたカードを

使うことになります。カードの中にポイントが貯まったり、ポイントを

使ったり、そのＱＲコードを読み込むことによってコンピューターと繋

がることになります。お店の方ですが病院とか増やしていきたいのです

が、当面はＰねっと協同組合に 80店舗近く加盟しておりますが、その店

に置くもの、これがまた特徴ですがタブレットでいいということであり

ます。これが今までとは違い、技術が進んできたということで、今までは

コンピューターに接続するには電話線利用しカードリーダーを置かなけ

ればならず、そのカードリーダーも 15万円くらいしますし、電話線を繋

ぐにも費用がかかった訳ですが、今度一番のコンピューターと繋ぐのは

携帯、タブレットの通信で行うということになります。今言ったタブレ

ットが一台あればよく、利用者はＱＲコードが入ったカードを持って買

い物に行きます。お店はカードを読み込むとその人のカードの情報がコ

ンピューターにいって情報がすぐわかる、その中でポイントを与えたり

ポイントを使って買い物ができる、そうすることによってその人のカー

ドのポイントが減ったり増えたりするというのが今回の一番の特徴にな

ります。一番のパソコン、サーバーをお借りするか買うのかこれからに

なりますが、お店は通信で繋がりますので管理が簡単にできてしまうと

いうことでございます。それで、管理する事務局がインターネットに接

続すると管理できることになります。具体的に今度はお金のやり取りで

すが、お金は別途済ませてもらいそれとは別にポイントはポイントで与

えたり、貰ったりするということになります。簡単に言えばポイントを

利用者がもっている場合は、カードを読み込んでもらってお店の人が 10

ポイント加えてやると利用者のカードに 10ポイント貯まります。利用者

が使用したい場合はカードを出して「100ポイント使いたい」と言うと、

お店の人が「100ポイント使います」とやると利用者のカードのポイント

から 100ポイント減り、100円でやるかいくらでやるかは今後検討するこ

とになりますが、値引きになるというやり取りになります。今度お店側



 

26 

 

になりますが、ポイントを与えるには現金が伴います。お店自身もカー

ド、通帳があると思ってもらえればいいのですが、お店用の通帳があり

その通帳に一端ポイントを買っておく訳です。これは事務局の方に

10,000 ポイント買います、例えば 1 ポイント 1 円、1 万円で買います。

お店用のタブレットの中にお金を払うことによって 10,000ポイント貯ま

ります。そしてその 10,000 ポイントを使ってお客さんに 10 ポイント与

えるとお店のポイントが減っていくということになります。パソコン、

サーバーで管理することになり、お店自身もいわゆるポイントの通帳を

持っていて、それも全部通信で出し入れが出来ることになります。そう

いった仕組みでカードとタブレットでやり取りがすべてできることにな

ります。今はカードではなくＰシールで行っている訳ですが、タブレッ

トは 5 年・10 年で買い替えなくてはなりませんが、アプリケーション、

いわゆる携帯におとすアプリケーションで動く仕組みなので、そのソフ

トはずっと使用できます。ただ機械的なもの、お店に置くタブレットで

すが、安いものは 1 万円高いものは 10 何万とありますが、今のところ 5

万円位のものを見込んでおり、それは 5 年・10 年は持ちますので維持管

理的にも今後買い替えるといってもそんなにお金は掛からないという見

込みは立っております。なるべくお店にポイントを買ってもらって「カ

ードを利用してもらえればポイントがつきますよ」という宣伝をしなが

らなるべくカードを持ってもらって、買い物をしたり利用したりと活発

にしていくということでございます。以上です。よろしくお願い致しま

す。 

7番議員 委員会でまた詳しくまた説明してもらえればいいと思いますが、このカ

ードは各家庭で欲しいだけもらえるかということと、今、Ｐねっと協同

組合が商工会でやっているのかわかりませんが、店屋で使うポイントの

現金のやり取り、管理は何処でやるのかということ、2,500万円予算をと

ってある訳ですが、店用のタブレットを全部この費用の中で買って与え

るという解釈でいいのか、あまり詳しくここで時間は取れませんので、

その辺を分ったら教えてください。 

産業建設 

課  長 

今の予定ではカードは無料で、観光客も含めて希望者には全員に配れる

ということになります。管理はＰねっと協同組合で事務局は商工会にな

りますので、サーバーを何処に置くかによりますが、パソコンが繋がる

ところならばいいので商工会の事務局でやるようになろうかと思いま

す。全部で 2,500万円、今言ったタブレット、パソコン、アプリケーショ

ンソフトも全部含めてこの金額の中でできるだろうと、今のところ予定

しております。 
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7番議員 補助率はどの位になりますか。 

産業建設

課  長 

2分の 1の補助でございます。 

6番議員 関連でこの説明していただいた件でございますが、コンピューター化さ

れた世の中であって、理論上は簡単にできるということは分りますが、

実際にこれを運用していくとなると相当の負担が掛かってくると思いま

す。こういったことが先行事例としてすでに実施されているところがあ

るのか、こういったポイントとかいろんなものはそれぞれ大手のお店が

そのお店独自のものではいっぱい普及している訳ですが、こういった地

域が総ぐるみになって、それぞれの商店が加わったようなこういった事

例があるのかどうなのか、それから今ここで補助ということですがこれ

を補助した後、今後維持管理、保守といった費用が町側に掛かることが

あるのかどうなのか、2つ聞きたいと思います。 

産業建設

課  長 

ポイントカードの事例はいろいろありますが、タブレット、スマートホ

ンのアプリケーションを使った事例はソフトが出来たということで見積

頂いた会社の事例はあるかと思いますが、具体的には調査していない訳

ですが、小海町の場合は商店に限らず広くいろんなところにポイントを

付加して、利用の普及を活発化したいということです。事例的にはそん

なに多くないと考えております。維持管理につきましては今後Ｐねっと

協同組合の運営の中の経費ですべて賄っていきたいと、ポイントの手数

料等をどうするのか、今後考えていく内容になります。今後維持管理費

等で町が負担する事はないように進めていくという予定でございます。 

6番議員 将来的に町の負担はないということでございますが、そういうことであ

れば一つの区切りかもしれませんが、補助するだけでここで単発で終わ

ってしまうということになろうかと思います。もう 1 点お聞きしたいの

ですが、昨日頂いた資料の中の 3 ページで、いろんな具体的な構成事業

者ということで団体名等載っている訳ですが、これに関して事前にある

程度こういったことを実施しますよという了解は得られているのか、お

聞きしたいと思います。 

産業建設 

課  長 

申し訳ございません。これはイメージ図ということで、了解をとってい

ないところが多いかと思います。よろしくお願いします。 

6番議員 例えばこういったところに病院なんかもある訳でございますが、ここで

健康関連事業ということで、いわゆる保険診療とは別の部分であるから

それだけであればいいのですが、先ほどのやり取りの中では病院へ罹っ

た場合もということもありましたが、私の認識する範囲では健康保険法

の決まりの中では、医療費に対してポイントとか、あるいはそういった
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減免措置が行われることは、いろんな制約があってかなり難しいと思い

ますが、その辺はどのように認識しているか伺います。 

産業建設 

課  長 

これから一番の主催でありますＰねっと協同組合への補助をして、当然

町も関わってきますが、一緒に作り上げていくという中でございますの

で、これから細かい問題等をクリアしていきたいと、ただなるべく広く

ポイントを扱えるところを作っていきたいという気持ちはございます。 

10番議員 ただ今の件ですが、ポイントシステム構築費補助ということで 24,800千

円となっていますが、ポイントシステムの構築は誰がやるのか、どこへ

発注するのか、発注者は町なのかＰねっと協同組合なのかということと、

どこの業者にやらせるのかという含みがありましたら、伺いたいと思い

ます。 

産業建設 

課  長 

これはＰねっと協同組合が主体ですべて進めるということになりますの

で、町は補助をしてＰねっと協同組合が発注するということになります。

見積は今 1 社とっておりますが、こういった業者が多数あればいろんな

ところに調査見積をいただきながら、良いシステムを選んでいくという

ことになりますが、Ｐねっと協同組合が主催でやるということになりま

す。以上です。 

10番議員 組合がやるということであればいろんな点はまた組合で考えていただけ

れば結構ですが、問題はこういったシステムは作れば終わりといことで

はないということでありまして、後々のシステムの管理といった点でも

組合はそれなりに考えておられると思いますが、こういった部分でもで

きれば地域振興に役立つような点も踏まえてシステム構築の技術も町内

でもある訳ですから、検討していただくということも役場の方から一声

掛けていただくのは重要であると思いますがどうでしょうか。 

産業建設 

課  長 

一番の目的自身がそういった地域の繋がりをポイントを通じて広めてい

きましょうと「健康ボランティアお買物ポイント制度」という内容でご

ざいますので、そういう趣旨をＰねっと協同組合に伝えながら、共にい

いものを作っていきたいと思います。 

議  長 ７款 土木費        １６ページ下段から１７ページ上段 

5番議員 道路維持費の中の町内道路の支障木伐採業務ですが、これは場所の選定

というのはどのようにやっているのでしょうか。 

産業建設 

課  長 

各区からの要望を頂く中と、私たち職員が歩いてみて支障があると判断

したところで、順次やっていきたいということでございます。 

5番議員 もしそういったところに入っていないというところがあれば、また相談

に乗って頂けるということですか。 
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産業建設 

課  長 

原則所有者がやって頂くということですが、道路敷で将来的に危険とい

うところは最終的に町がやらざるを得ないので、要望を頂きながらまた

現場を見ながら、今年に限らず計画的にやっていきたいと考えておりま

す。 

10番議員 道路改良舗装費で国の交付金、小倉原の関係での減額がここに載ってお

り、それも含めて集落内舗装というかたちで一般財源を入れているので

すが、そうなると小倉原線との関連はどのようになっていくのかという

点を伺いたいと思います。 

産業建設 

課  長 

申し訳ありません。その工事請負費の中に財源振替ということで記載を

すればよかったのですが、小倉原線当初 50,000千円工事費をとってあり

まして、国庫補助 2 分の 1 で 25,000 千円、過疎債で 25,000 千円という

ことでしたが、道整備交付金がやっと 8 月頃内示が来まして、ここに書

いてありますように 6,189 千円減になってしまったということで、そう

いった中で小倉原線はあと 50,000千円かければ道はつながるということ

なので事業費は変えないで行いたい、国庫補助だけ 25,000 千円から

6,189 千円を引きまして 18,811 千円の国庫補助を頂きながら、過疎債は

そのままで 25,000千円、一般財源の 6,189千円を充てまして工事を実施

したいといことでございます。国庫補助減額した分一般財源を充てて、

一般財源で当初の通り事業は行うということでございます。 

10番議員 改めて確認のようで申し訳ありませんが、小倉原線の 50,000千円の事業

費は変わらないということですが、そうなるとどこまで出来るというこ

とか改めて説明をお願いします。 

産業建設 

課  長 

50,000 千円、これで広域農道が始まったところまでつながるということ

になります。ただあと 20,000千円ぐらいですが、最後の全線の舗装が残

っています。それにつきましては、追加要望をしておりますが、追加要望

がつかなければ 29 年度の当初で行い、今度の 50,000 千円は広域農道ま

でつながるということになります。 

7番議員 先程の支障木のことで続けてお聞きしたいと思いますが、一般財源でと

ってもらって 2,000 千円でということでございますが、町内見回します

と町道とか集落の道は一般財源で町が行うべきだと思います。県道、国

道沿いの支障木が大変目につき、中には危険なとこともあるということ

で、これは建設事務所の管轄だと思いますので、町で行うのもいいんで

すが、できるだけ県・国から補助をもらうというかたちで積極的にやっ

ていってもらいたいと思いますが、いかがですか。 

産業建設 

課  長 

おっしゃるとおりだと思います。いずれ国・県が本来管理するというこ

とですが、県の方は本当に危険なところはやるようでございますが、景
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観が悪いからということでは、中々事業はしないのが現状でございます。

草刈りもそうですが、本来県が管理するところでございますので景観整

備も含めて強く要望していきたいと思います。 

7番議員 強くよろしくお願いします。 

議  長 ８款 消防費        １７ページ下段 

９款 教育費のうち 

   ２項 小海小学校費   １８ページ上段 

    ３項 社会教育費    １８ページ中段 

    ４項 保健体育費    １８ページ下段 

 

その他全体を通じて質疑のある方はございませんか。 

10番議員 各課の中で番号制度総合運用テストという予算が組まれていますが、こ

れは誰がいつ頃どのように行うのか、という点をそれぞれ伺いたいと思

います。 

総務課長 番号制度につきましては戸籍住民登録費、それから社会福祉総務費、衛

生費にもあるということで、番号制度カード交付事務等順調に進んでお

りますが、国においていろいろなトラブルも起きているというのが実情

でございます。実際に国との情報連携が開始されますのが、29 年の 4 月

1日ということでございまして、それまでの間、これは国と地方の情報連

携でございます。それまでの間に何回か運用テストをするというのが今

回の事業費でございます。これにつきましては委託先であります㈱電算

と国のＪlis 地方公共団体情報システム機構との間で具体的に見本のデ

ータを作ってやり取りをすると聞いております。ただ実際に実務上どう

やるかというのは中々厳しいものがございますが、来年の 29 年の 7 月 1

日には地方公共団体間でも連携が開始になるということで、本格運用が

開始されるということでございますので、それまでにテストを何回か繰

り返して今まであった容量不足によるダウンですとか、そういったこと

がないかどうかというテストを何回か重ねてやるということでこういっ

た事業費になっております。基本的には 10 分の 10 もしくは 3 分の 2 と

いうような補助で国においても措置したということでございます。これ

から何回か業者間での委託によりまして運用テストをするという内容で

ございます。 

議  長 これで質疑を終わります。 

ここで、11時 10分まで休憩といたします。 

（ときに 10時 54分） 
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日程第６ 議案第４０号 

議  長 休憩前に引続き会議を再開します。       （ときに 11時 10分） 

議  長 日程第６、議案第４０号 

「平成２８年度小海町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて」を議題といたします。 

これから質疑を行います。歳入歳出とも補正予算書で各款ごと行ないま

す。質疑のある方は挙手をお願いします。 

【歳入】 

 ３款 国庫支出金     ４ページ上段 

１０款 繰越金         ４ページ下段 

【歳出】  

１款 総務費        ５ページ上段 

１１款  予備費        ５ページ下段 

議  長 その他全体を通じて質疑のある方は､ございますか。 

（質疑なし） 

議  長 これで質疑を終わります。 

日程第７ 議案第４１号 

議  長 日程第７、議案第４１号 

「平成２８年度小海町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）につい

て」を議題といたします。 

これから質疑を行います。 

歳入歳出とも補正予算書で、各款ごとに行います。 

質疑のある方は挙手を願います。 

【歳入】 

１款 保険料          ４ページ上段 

８款 繰入金          ４ページ中段、下段 

９款 繰越金          ５ページ 

【歳出】  

３款 地域支援事業費      ６ページ 

５款 諸支出金         ７ページ 

議  長 その他全体を通じて質疑のある方は､ございますか。 
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（質疑なし） 

議  長 これで質疑を終わります。 

日程第８ 認定第１号 

議  長 日程第８、認定第１号 

「平成２７年度小海町一般会計歳入歳出決算の認定について」を議題と

いたします。 

これから質疑を行います。歳入歳出とも決算説明資料で、各款または各

項ごとに行います。質疑のある方は挙手を願います。 

議  長 決算説明資料 １ページから１２ページ 

2番議員 3 ページの性質別決算統計で普通建設事業費が当初予算と比べるとかな

りの金額、26 年度もそうでしたが、決算統計の資料に基づいた数字かと

思われますが、当初予算と比べるとかなり普通建設事業費が増額になっ

たのは何故ですか。 

総務課長 決算統計の結果によります普通建設事業費いわゆるハード分でございま

す。住宅建設それから北牧楽集館の工事等 27年度多く行われたというこ

とでございまして、770,000千円という決算になった結果でございます。

個別具体的には補正予算で措置した分もございますが、26 年度と比べて

260,000千円増えたというのが実情でございまして、道路関係でもだいぶ

増額になった部分があるという内訳になったと思われます。 

10番議員 3ページの物件費の内訳が知りたいのですが、資料の中にあったら教えて

頂きたいと、ないようでしたら資料としてお願いしたいと思います。 

総務課長 物件費の内訳は特にお示ししてございません。取りまとめたものを何ら

かのかたちで調整する必要がございますので、後ほど何らかのかたちで

情報提供させて頂きます。 

議  長 【歳入】 

 １款 町税          １３ページから１６ページ中段 

7番議員 13 ページの町民税の個人の滞納繰越ということで、未済額が 7,824 千円

程あり、前年度は 8,812 千円で若干減ってきておりますが、この未納額

の中から不納欠損で 6 万円程ありこちらに移行する恐れのものがあるの

か、あったら教えて頂きたいと思います。 

総務課長 不納欠損の方につきましては所在不明者が 2 名いるということでござい

ます。基本的には執行停止をかけて 5 年経過で不納欠損処理というかた

ちになりますので、簡単に申し上げますと課税が残り 4 年分ある方もい
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て、この程度の不納欠損が今後も若干続く恐れがあるという状況でござ

います。 

7番議員 左の表から右の表に欠損処理しなければならないのがどのくらいあるの

か、まだつかめないということですか。 

総務課長 細かく申し上げなくて恐縮でございましたが、現在 65名の方が未納であ

り、また現年で未納者が 50名おりますのでこれらを合わせたものが実人

員になってくる訳ですが、それらの中でいわゆる不納欠損にする方につ

いては所在不明 2 名、27 年度末で不納欠損処理いたしました。他の方に

ついては不納欠損ということではございませんので、この 2 名が 6 万円

程ですが今後も執行停止をかけておりますので、毎年 6 万円程度のもの

が今後続く恐れがあるという意味でございまして、他に今後死亡ですと

か相続放棄とかそういった案件があればその時点で不納欠損処理をせざ

るを得ないという部分が出てきます。現在の見込みではそういった状況

であるということでございます。 

議  長 ２款 地方譲与税       １６ページ下段から１７ページ上段 

３款 利子割交付金      １７ページ中段 

４款 配当割交付金      １７ページ下段 

５款 株式等譲渡所得割交付金 １８ページ上段 

６款 地方消費税交付金    １８ページ中段 

７款 ゴルフ場利用税交付金  １８ページ下段 

８款 自動車取得税交付金   １９ページ上段 

９款 地方特例交付金     １９ページ中段 

１０款 地方交付税       １９ページ下段 

10番議員 地方交付税ですが対前年比で 64,000千円の増ということですが、どのよ

うに見ているか説明をお願いします。 

総務課長 前年対比で 64,000 千円の増ということでございまして、普通交付税で

69,000 千円増、特別交付税で 4,800 千円減ということでございます。普

通交付税が大きく伸びているということでございまして、地方創生に伴

い人口減少対策費というかたちでのいわゆる普通交付税の算入額が約 1

億円あったというものが大きく伸びた要因でございます。過去の経過も

お示ししてございますが、総額ベースで、25年 1,826,000千円、26年が

1,779,000千円とちょっと下がって今回 1,844,000千円と上がったと、ち

ょっと不安定な動きが続いているという状況でございます。 

議  長 １１款  交通安全対策特別交付金 ２０ページ上段 

１２款 分担金及び負担金    ２０ページ中段から２２ページ 

7番議員 21ページの保育料の未納の関係ですが、4名ほどで 29万円程ありますが
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回収の見込みはどうなっているのですか。 

子育て支援 

課   長 

昨年度は 4 名の内 1 万円回収ができたところでありますが、毎年督促等

連絡を取りながら計画を立てて頂いている訳ですが、できるだけ多く徴

収できるよう努力していきたいと思っております。 

7番議員 この 4名のお子さんは今保育園にいないという解釈でいいですか。 

子育て支援 

課   長 

現在保育園に通っているお宅はありません。古いものですと平成 9 年か

らという方もいらっしゃいますので、できるだけ声を掛けながら回収に

努めていきたいと思っております。 

7番議員 20 年も前ですか。そうは言っても時効にならないよう請求をして、保育

料については町長一生懸命取り組んでいるので、回収できないことのな

いようお願いします。 

議  長 １３款 使用料及び手数料    ２３ページから２６ページ 

10番議員 2 節のあゆみ園の使用料ですが、利用者が減っているという報告でした

が、減る原因とかあゆみ園に対してどのように考えているのかお聞きし

たいと思います。 

町民課長 あゆみ園そのものの利用者の人数というのは増えております。ところが

ここで挙げております使用料につきましては、国が 2分の 1、県が 4分の

1、町が 4 分の 1 を財源とする児童で、という言葉がいいかと思います

が、1日 8,250円報酬となる制度がある訳でございまして、制度に載って

いるお子さんの数が減っているということであります。児童については

町村の方で判断し、これは国の対象ということもできますが、それには

客観的な材料としまして、例えば児童相談所から療育手帳を交付しても

らうとか、特別児童扶養手当をもらうというものがあります。まだ 2 歳

くらいのお子さんを保健師がいろいろ相談を受ける中で、児童相談所か

ら療育手帳を交付してもらって下さいということが、やはり親御さんに

とってみれば何とも致し方ないような、したくないようなということも

ございますので、こういったケースの場合は、各町村の単独費として 1日

3,000円という金額でお預かりしている経過がございます。そういった国

の制度に則った方の数が激減して、それぞれの町村の単費で見る方が多

いというところで 8,250 円と 3,000 円との差額、やはり大きく使用料が

減になっているというのが実情でございます。 

10番議員 予算的には制度外の部分もあってこのような数字になるということです

が、前年と比べてなく申し訳ありませんが、そうなるとその上の実人員

21 人延べ 331 人ということですが、これは予算の範囲の人数なのか、そ

れとも制度外の人数も入っているのかという点だけお伺いしたいと思い

ます。 
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町民課長 歳出のところを見て頂きたいと思いますが、74ページをお願い致します。

ここで欄外の説明欄ですが、延べ利用者 1,331 人となっております。27

年度場合は法適用、先ほど言いました 8,250 円の報酬を受けられるお子

さんは 121人という数字ですが、前年度はここが延べ 838人おりました。

単独というところが 1,210 人とあります。前年度は 337 人というかたち

でここそれぞれ報酬単価の差額ということになりまして、使用料は減っ

て逆にあゆみ園運営費というものの予算立てにつきましては、予算にか

かる額は使用料と各町村の負担金で賄うという決まりになっています。

歳出額から使用料を引いた残りをそれぞれの町村で按分し負担して頂く

かたちになりますので、町としてお世話になっている 130 万円の一般財

源はありますが、残りは使用料と負担金で賄っているということで、特

に町の持ち出しが多くなるという性質のものではありません。 

7番議員 24 ページの家賃の未納の金額が約 220 万円ということで、回収見込みは

どうなっているか教えてください。 

町民課長 時効にすることなく継続的にお金を頂いている中で、不納欠損というこ

とは当然考えておりません。回収見込みにつきましては担当の方で各個

別に対応、折衝する中で、例えば年金だけの生活をされている方がおい

での場合は毎月家賃を支払うのが難しい、そういったケースの場合につ

きましては 2 カ月に 1 回、2 ヶ月分つまり年金支給月に 2 ヶ月分下さい

とか、どうしても町の振替日が給料の支給日とかけ離れてい過ぎるとい

うケースで残高不足というように見受けられる方については、「給料の支

給日に引き落とすということでよろしいですか」というような話をしな

がらその成果としまして、この 27年度に限って言いますと前年より滞納

額が 80万円ほど減ったということがありますので、引き続き利用者と相

談しながらこの解消に努めてまいりたいと思っております。 

議  長 １４款 国庫支出金のうち 

１項 国庫負担金     ２７ページ 

10番議員 すみませんが、25 ページの方に戻して頂いて、温泉施設の利用料がここ

何年か減ってきている中で上向きに変わったという点での考え方を伺い

たいと思います。 

温  泉 

専 門 幹 

やはり利用者が大幅に増えたということで使用料が上がっております。

利用者が増えた割にはその分比例して増えていないというのは、ポイン

トカードを始めて無料の入浴が増えたりですとか、後は食事だけという

入場のお客さんがかなり増えておりまして、そういった入浴料を支払わ

ないお客さんが増えていますので、人数の割には増えていないのが現状

でございます。 
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10番議員 施設利用の中で様々な工夫をされているという点で、全体的な伸びはと

いう話がありましたが、まずは利用者の増ということでありますが、ポ

イントカードの話がありましたが、その他どんな取り組みがあったのか

伺いたいと思います。 

温  泉 

専 門 幹 

まずは一番大きな要因は、やはりレストランの料理長もきちっとした料

理長が入りまして、美味しい料理が提供できるようになったという評判

で宴会がかなり増えております。町内にも競合する業者がいますのであ

まり大きな声では言いたくないのですが、そういった部分でレストラン

利用者が増えている、それから昨年は「5回食べれば 1,000円の食事券を

プレゼントします」というイベントを季節ごとに行ったということで、

そうした部分での伸びもございます。 

議  長 ２項 国庫補助金    ２８ページから３０ページ上段 

３項 国庫委託金    ３０ページ下段から３１ページ上段 

１５款 県支出金のうち 

１項 県負担金      ３１ページ下段 

２項 県補助金     ３２ページ上段から３４ページ 

３項 県委託金      ３５ページ 

１６款 財産収入        ３６ページ 

１７款 寄付金         ３７ページ 

１８款 繰入金         ３８ページから３９ページ上段 

１９款 繰越金         ３９ページ下段 

２０款 諸収入         ４０ページから４２ページ 

10番議員 41 ページの直売所収入でありますが、3,725,656 円ということで販売委

託料として 3,539,524 円、直売所独自商品売上として 186,132 円という

説明でありますが、もう少し細かく内容の説明をお願い致します。 

産業建設 

課  長 

独自売上というのはソフトクリームとかコーヒーですとか、そこで出し

ている売上げは全部こちらで貰うというものになります。去年は 264 千

円程で 27年度は 186千円で若干減になりましたが、上の方の販売手数料

を頂いて売り上げる方が伸びたということになります。特に調査はして

おりませんが、あそこで出して頂いて販売する量が増え、買って頂くお

客さんも増えたということで考えております。 

10番議員 販売委託料ということで 18,500千円ある訳ですが、この内の何％という

かたちの数字というように理解していいのか。私が伺いたいのは前から

言っているようにあそこは加工施設と販売部門がありまして、販売売り

上げの何％ということで、もしそれだけで終わっているとすれば、加工

部門、他で作ったのを持ってきてあそこで売って手数料を払う人と、加
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工所の施設を使っていろいろなものを作ってそれを売る場合に同じなの

か、なんか違いはあるのかという点、それからあの施設で作ったものを

直売所だけ売るのではなくて他でも売っているという話を聞きますが、

そういった部分での行政としての対応はどのようにされているのかとい

いう点を伺いたいと思います。 

産業建設 

課  長 

まず原則として販売手数料は 20％ということで、これにつきましては加

工所で作って直売所で売る場合もそうですし、農産物を持ってきて売る

場合もそうですし、他で加工して売る場合も販売手数料として 20％の販

売手数料として頂いております。加工施設を使って外で売る場合ですが、

あそこでみんな売ってもらえれば 20％もらえますが、外で売る場合はす

べて売り上げの 5％、自己申告になりますが手数料を頂いております。今

後のことになりますが、直売所の会の皆さんと話をする中で平等性もあ

りますので、しっかりとした条例上まではいかない分でも、1時間いくら

という使用料をとっていく方がいいのではないかということで、今検討

しているところでございます。 

10番議員 42 ページのところで、産業建設課の関係でいつも聞きますが、電気自動

車充電器維持支援金ということで去年より若干増えておりますが、その

利用状況というのが非常に興味がある訳ですがわかるでしょうか。 

温  泉 

専 門 幹 

今、何台という数字を調べてきませんでしたので、また委員会の時にご

報告申し上げますが、結構の台数利用して頂いております。 

議  長 ２１款 町債           ４３ページから４４ページ 

【歳出】 

１款 議会費           ４５ページから４６ページ 

ここで午後 1時まで休憩といたします。 

（ときに 11時 52分） 

議  長 休憩前に引続き会議を始めます。なお、篠原憲雄議員より所用のため欠

席との届けが出ておりますのでこれを許可しております。 

                       （ときに 13時 00分） 

議  長 ２款 総務費のうち 

１項 総務管理費      ４７ページから５８ページ 

9番議員 52 ページの 15 節の工事請負費ですが、防災行政無線の屋外子局の設置

工事ということで宿渡に取り付けて頂きましたが、他の地域でも入りづ

らいとか聞きづらいとかそういった地域はないのかということと、子局

に限らず家庭の防災無線の不具合はないかどうか、その辺をお願いしま

す。 

総務課長 防災無線の屋外子局でございますが、昨年は宿渡へ設置した、増設した
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ということでございます。本年は本間川、小海高校付近へ予定してござ

います。今後の課題としまして集落移転のあった集落についてどうする

のか、農地についての課題があるということでございます。それらを総

合的に今後計画するのかどうなのかというのが判断の基準でございま

す。家庭の子機ですが設置後の不具合があるケースもございます。それ

は木が大きくなって電波がさえぎられるとか、住宅事情等によってとい

うこともありますし、アンテナの向きの調整でクリアできる部分もある

ということで、委託先の業者にその都度ある程度まとめたかたちで調査

し、その都度修正しているというのが実情でございます。 

6番議員 企画費のところで、地域おこし協力隊も関係あるかと思いますが、地方

創生のところで 27年度の予算の目的について「定住町づくり推進事業に

ついては地方創生によりインターンシップ事業に取り組みます」とか、

「小海町を活動の場として参加者に農業・林業・商業など様々な職を体

験してもらい移住定住希望者への職の情報提供の他、労働の担い手、後

継者不足といった地域課題の解決と交流から地域活性化を創生すること

を目的とする」と予算書の中にはこの様にうたわれてあった訳ですが、

実際にこの 1 年間の予算執行の中で、当初の目的がどの様に達成された

のかあるいは達成されなかったのか、町の捉え方といいますか政策の効

果をどのように捉えているかお聞きしたいと思います。 

総務課長 地方創生の先行型事業並びに上乗せ分ということで 27年度事業を行って

まいりました。この中ではＰＲ共々インターンシップ、実際に小海に来

て頂いて職に就いて頂き、住み込んで頂いてそれで判断を頂くというこ

とを実施してまいりました。トータル的にはイメージアップも含めてで

すが、そういったことを全部行ってきた訳でございます。インターンシ

ップにつきましては 13名の参加者の内 3名が小海町への移住に結び付い

たということで、農業関係も含めてでございますが、実績が現れつつあ

るということでございます。大洗町との交流、観光ＰＲも含めてそうい

ったかたちで貸別荘を活用するとか、空き家を活用するとかそういった

部分での影響も出たということでございまして、一定程度の成果は上が

ったと受け止めております。今後も引き続いて実施し良い流れを創ると

捉えております。 

議  長 ２項 徴税費        ５９ページから６０ページ 

３項 戸籍住民登録費    ６１ページから６２ページ 

４項 選挙費        ６３ページから６５ページ 

５項 統計調査費      ６６ページ 

６項 監査費        ６７ページ 
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３款 民生費のうち 

１項 社会福祉費      ６８ページから７４ページ 

10番議員 69 ページの下のまとめの中に、タクシー利用助成事業のまとめがありま

すが、「実利用者数 206 名、件数が 2,798 枚と 1 件平均の利用額は 1,180

円でした」というまとめがありますが、実利用者数 206 名の地域別利用

者の集計はないでしょうか。 

町民課長 今現状ではまとめてはございません。28 年度当初予算編成時にある程度

は途中の時期までですがまとめて、どうも近場の利用が多いということ

で、28 年度当初予算で 300 円にしたいということをお願いした中で、少

し時間を頂ければ出せると思いますので、予算決算委員会でお願い致し

ます。 

議  長 ２項 児童福祉費       ７５ページから８１ページ 

４款 衛生費のうち     

    １項 保健衛生費      ８２ページから８５ページ 

   ２項 生活環境衛生費    ８６ページから９１ページ 

５款 農林水産費のうち      

１項 農業費         ９２ページから９７ページ 

２項 林業費          ９８ページから１００ページ 

10番議員 決算と直接関係ありませんが行政としても考えるべきではないかと思い

ますのは、この 27 年度 28 年度町内での林業の事故というのが非常に目

についたと、行政としての対応と言いますか、取組と言いますかそうい

った点で何か考えていくというようなことはこの経験からありますか。 

産業建設

課  長 

特に事故等に関してこちらで調査したり、また対策としてやっていない

のが現状でございます。検討してまいりたいと思います。 

議  長 ６款 商工費          １０１ページから１０７ページ 

７款 土木費のうち 

    １項  土木管理費        １０８ページ 

   ２項 道路橋梁費      １０９ページから１１３ページ 

   ３項 都市計画費      １１４ページ 

８款  消防費          １１５ページから１１６ページ 

９款 教育費のうち 

   １項 教育総務費     １１７ページから１１９ページ 

   ２項 小海小学校費     １２０ページから１２３ページ 

   ３項 社会教育費     １２４ページから１３４ページ 

   ４項 保健体育費      １３５ページから１３８ページ 

１０款 災害復旧費      １３９ページから１４０ページ 
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１１款 公債費        １４１ページから１４２ページ  

１２款  予備費         １４３ページ 

 

決算書に移ります。 

実質収支に関する調書    ４０ページ 

財産に関する調書のうち 

１、公有財産   ４１ページから４８ページ 

10番議員 ちょっと教えて頂きたいのですが、防火水槽はこういったところで調書

になるのかならないのか、なっているとすれば何処になるのかを伺いた

いと思います。 

総務課長 防火水槽については財産に関する調書には登載していないという扱い

で、過去からきているということでございます。建物に該当しないとい

う理由かと思われます。地下埋設物ということで町内何ヵ所にもあると

いうのは事実でございまして、消防団の方では消火栓と一緒に管理して

いるということでございますが、実情はそういった状況でございます。 

11番議員 財産に関する調書とその後ろの方ですが、町としてはこの財産というも

のは大体でいいですがいくらになるかという計算はしたことはあるので

すか。 

総務課長 財産すべて山林・土地・建物等々ございます。これにつきましては現在新

会計方式へ移行する準備が課題となっております。と言いますのはすべ

てを評価しろという意味でございます。減価償却の概念を入れて企業会

計並みの会計処理へもって行けというのが国の考え方でございまして、

それがどういう効果をもつかというのはともかく、国はそういっている

ということでございまして、町の資産が例えば 100 億あるのか 200 億あ

るのかそれがどういう意味をもつのかというのは別勘定としまして、国

ではそういった指導をしておりますので、29 年度以降の課題と受け止め

ております。 

11番議員 町自身のバランスシート、そういうものが作れるような状態にしていく

と考えればよろしいですか。 

総務課長 ご指摘のとおりでございまして、町でバランスシートを作れということ

で、それに基づいて総合的に財政状況、資産状況を判断して長期的な戦

略を立てろ、破綻を招かないようにとのことでございますが、中々行政

財産をもってそれを評価する、例えば道路を評価する、尚且つ舗装を減

価償却する、というような概念が当てはまるかどうかというのは、これ

は中々深い意味がある、町道全部を評価しろということでございますの

で、それらを含めて国ではそういっているということですので、やる時
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期にはきているという認識でございます。 

議  長 ２、物品     ４９ページ上段 

３、債権     ４９ページ中段 

４、基金     ４９ページ下段 

議  長 その他全体を通じて質疑のある方はございますか。 

10番議員 どういう事情かという点を伺いたいのですが、予算書で不用額が出てき

たところから改めて伺いたいのは、教育費の中で 26年度繰越し分、例え

ば 123 ページ不用額が 2,003 千円、それから 125 ページこれもあらかた

繰越し分でありますが不用額が 1,244 千円と、それから 129 ページで繰

越し分でありますが 6,031 千円という不用額がこの決算書で出ている訳

です。どういう事情があってこういう決算になるのかという点、繰越と

の関係もあるかのかどうか分りませんが、説明をお願いしたいと思いま

す。 

教 育 長 いくつかの項目で特に楽集館を中心として不用額が発生をしておりま

す。26年度事業の繰越しという中におきまして、実際に 27年度に入札等

おこなった結果、入札差金も含め差金が不用額になったということでご

ざいます。 

10番議員 繰越費なのかどうなのかわかりませんが、入札のこういった差金が決算

書で不用額というかたちで出すというのが正しい取扱いなのか、制度的

問題なのか、中間での補正での減額というのは制度的に難しいのか、と

いうのが興味のあるところであります。例えば 125 ページの北牧楽集館

の設計管理委託業務を見ますと、本体工事の委託期間が 26年 7月 1日か

ら 27 年 5 月 25 日までとなっている訳でありますが、こういった委託期

間などを見ても 27年度中に十分補正の可能性はあったのではないかと、

繰越の場合にはそういったことが出来ないと理解するしかないのか併せ

て伺いたいと思います。 

教 育 長 不用額の発生の原因につきましては、しっかりと精査をした見積もりに

基づいた入札行為等によりまして、なるべくそういった差金が出ないよ

うなかたちでの入札が好ましい訳でございますが、たまたま年度またぎ

の中でたくさんの工事を、予算内で適正な入札を行った結果差金が出た

ということでございます。これにつきましては繰越財源でございますの

で、年度が変わった中では補正等については出来ないということでござ

います。変更等があった場合はこれを活用することができたと思います

が、とりあえずそういった状況ではなかったということです。そのまま

財源につきましては繰越させて頂き、余剰財源として翌年度で精算をさ

せて頂いたということでございますのでよろしくお願い致します。 
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議  長 これで質疑を終わりにします。 

日程第９ 認定第２号 

議  長 日程第９、認定第２号 

「平成２７年度小海町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて」を議題といたします。 

これから質疑を行います。歳入歳出とも決算説明資料で、各款ごとに行

います。質疑のある方は挙手を願います。 

 【歳入】 

１款 国民健康保険税、   １ページから２ページ 

7番議員 毎年質問させて頂きますけれども、滞納繰越の収入未済額が 19,496千円

あって前年度より 19,489千円ということで若干減ってはいるんですが大

した減りではないんですが、この 19,496 千円が右の方に不納欠損で 102

千円、前年度は 630千円欠損処理してあります。この未納額の 19,496千

円の中に、所在不明とか右の方へいくようなかたちがあるのかどうか伺

います。 

町民課長 一般会計の税の方で総務課長より答弁がございましたけれども、執行停

止で 5 年とういうものについて順次不納欠損という流れがあるなかで、

この国保の滞納 19,496千円の中にも当然右側の不納欠損処理の理由にあ

りますように、所在不明ですとか、死亡ですとか、相続放棄等で今後また

同じように継続的に出てくるケースはございますのでよろしくお願い致

します。 

議  長 ２款 使用料及び手数料    ３ページ 

３款 国庫支出金      ４ページから６ページ 

４款 県支出金       ７ページから８ページ 

 ５款 療養給付費交付金   ９ページ 

 ６款 共同事業交付金    １０ページ 

 ７款 前期高齢者交付金   １１ページ 

８款 財産収入       １２ページ 

９款 繰入金         １３ページから１４ページ 

9番議員 すみません、戻りますが、13 ページの脳ドックが 0 という数字ですが、

何か理由というかどうして 0 なのかその辺分るようでしたらお願い致し

ます。 

町民課長 脳ドックにつきましても人間ドックにつきましても、いずれにしても領

収書を持参しての窓口申請というかたちで、補助金をお支払していると
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ころでございます。けれども、年度内において人間ドックを行い更に脳

ドックもオプションで行った場合については、脳ドックの分は出ないと

いう補助制度となっております。従いまして人間ドックを優先されてい

るのかなと受け取られますし、脳というものが毎年やらなくてもいいと

聞いております。5 年に 1 回程度であればというようなお話もございま

すので、数字的には毎年のことになりますけれども小さいということに

なります。よろしくお願い致します。 

議  長 １０款 繰越金         １５ページ 

１１款 諸収入         １６ページ 

ここで 2時 20分まで休憩といたします。 

（ときに 13時 58分） 

議  長 休憩前に引続き会議を始めます。        （ときに 14時 20分） 

議  長 それでは歳出に入ります。 

【歳出】  

１款 総務費        １７ページから１９ページ 

２款 保険給付費       ２０ページから２９ページ 

7番議員 一般療養給付費の今後についてを伺いますが、今年度、前年度対比が

31,000千円程増えているということで、その中で特に入院で約 10,000千

円、調剤の方で 14,000千円も前年度より増えているという内容であると

思います。今後保険事業がどうなっていくのか中島課長に見通しをお聞

かせ頂ければと思いますがよろしくお願い致します。 

町民課長 まず決算の中で入院費の伸びが大きいというものにつきましては、何回

かご説明しておりますが、脊柱管狭さく症といったような整形関係の病

気ですとか、去年のケースで言いますと癌末期の方がおいでになられま

して、入退院を繰り返していたといケースもございます。また異常分娩

により医療費がかかってしまったというものがございます。それから調

剤費につきましては、ここにも表現してございますが、Ｃ型肝炎特効薬

ハーボニ―という薬、それが月 28 日の 3 ヶ月分ということで、6,700 千

円という費用額になっております。その関係もあって 27年度については

伸びてしまったのかなと考えております。28 年度の状況です。現段階で

4 ヶ月分の請求がきました。医療費の請求というのは 2 ヶ月遅れで来ま

すので、3 月診療、4 月診療、5 月診療、6 月診療が 8 月の上旬にきた中

で、数字を見ますと前年同期に比べまして約 10％、金額的には 14,000千

円だったと思いますが、数字は落ちております。このままそういった状

態で 8 ヶ月続けばいい訳ですが、水物と言ったら大変失礼な言い方にな

りますが、読めないといったのが状況になっております。今年度になり
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まして一つ喜ばしいこととしましては、ハーボニ―1 錠 8 万円の 27 年度

決算ですが、28年度になりまして 3割以上安くなりました。１錠 54,800

円ということになりまして、今年度になって 2 人の方が 6 ヶ月分利用さ

れた中でも、結局前年同期に比べると 10％減ということになっておりま

すので、このまま推移してくれたらなと思っているところでございます。 

 ３款 後期高齢者支援金等  ３０ページから３１ページ 

４款 前期高齢者納付金等  ３２ページから３３ページ 

５款 老人保健拠出金    ３４ページ  

６款 介護納付金       ３５ページ  

７款 共同事業拠出金     ３６ページ 

7番議員 下のところに説明書きがありますが共同事業拠出金、制度が若干変わっ

たということで収入の方もそれなりに入ってきて、拠出金の方も前年度

は 65,000千円ぐらいだったのが 147,000千円ということで、そういった

解釈でいいのでしょうか。 

町民課長 歳出 36 ページの共同事業拠出金、歳入 10 ページの共同事業交付金と見

比べて頂くと交付金の方が 163,000千円というかたちで 16,000千円程多

く入っている、医療費が掛かっているということになりますけれど、こ

の収入の方が多いということなので 27年度決算においては医療費が高か

った分こういったところでも反映されているということでございます。 

 ８款 保健事業費       ３７ページ から３８ページ 

９款 基金積立金       ３９ページ  

１０款 諸支出金         ４０ページ から４１ページ 

１１款  予備費         ４２ページ 

決算書に移ります。 

実質収支に関する調書   １３ページ 

  財産に関する調書     １４ページ 

 その他全体を通じて質疑のある方は､ございますか。 

     （質疑なし） 

議  長 これで質疑を終わります。 

日程第１０ 認定第３号 

議  長 日程第１０、認定第３号 

「平成２７年度小海町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て」を議題といたします。 

これから質疑を行います。 
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歳入歳出とも決算説明資料で、各款ごとに行います。質疑のある方は挙

手を願います。 

【歳入】 

 １款 保険料        １ページ上段 

２款 使用料及び手数料   １ページ下段から２ページ 

 ３款 国庫支出金      ３ページから４ページ 

 ４款 支払基金交付金    ５ページ 

 ５款 県支出金       ６ページ  

６款 サービス収入     ７ページ上段 

 ７款 財産収入       ７ページ下段 

８款 繰入金        ８ページから１０ページ上段 

 ９款 繰越金        １０ページ下段 

１０款 諸収入        １１ページ 

【歳出】  

１款 総務費         １２ページ 

２款 保険給付費       １３ページから２４ページ 

３款 地域支援事業費     ２５ページから３０ページ上段 

４款 基金積立金       ３０ページ下段 

５款 諸支出金        ３１ページ上段 

６款 予備費         ３１ページ下段 

決算書に移ります。 

実質収支に関する調書   １４ページ 

財産に関する調書     １５ページ 

議  長 その他全体を通じて質疑のある方は､ございますか。 

     （質疑なし） 

議  長 これで質疑を終ります。 

日程第１１ 認定第４号 

議  長 日程第１１、認定第４号 

「平成２７年度小海町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて」を議題といたします。 

これから質疑を行います。 

歳入歳出とも決算説明資料で、各款ごとに行います。質疑のある方は挙

手を願います。 

【歳入】 
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 １款 後期高齢者医療保険料  １ページ上段 

２款 使用料及び手数料    １ページ下段 

 ３款 繰入金         ２ページ 

 ４款 繰越金         ３ページ上段 

 ５款 諸収入         ３ページ下段 

【歳出】  

１款 総務費            ４ページ 

２款 後期高齢者医療広域連合納付金 ５ページ 

４款 予備費            ６ページ 

決算書に移ります。 

実質収支に関する調書       ７ページ 

議  長 その他全体を通じて質疑のある方は､ございますか。 

     （質疑なし） 

議  長 これで質疑を終ります。 

日程第１２ 認定第５号 

議  長 日程第１２、認定第５号 

「平成２７年度小海町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて」を議題といたします。 

歳入歳出とも決算説明資料で、各款ごとに行います。質疑のある方は挙

手を願います。 

【歳入】 

１款 分担金及び負担金     １ページ 

２款 使用料および手数料    ２ページ 

３款 財産収入         ３ページ上段 

４款 繰入金          ３ページ下段から４ページ上段 

５款 繰越金          ４ページ下段 

６款 諸収入          ５ページ 

【歳出】 

 １款 農集排施設費       ６ページから７ページ 

 ２款 公債費          ８ページから９ページ 

 下水道債償還額及び年度末現在高の状況  １０ページ 

決算書に移ります。 

実質収支に関する調書                   ７ページ 

１.公有財産・２.基金（松原処理区）        ８ページ 
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    〃   〃     （八那池処理区）       ９ページ 

議  長 その他全体を通じて質疑のある方は､ございますか。 

     （質疑なし） 

議  長 これで質疑を終ります。 

日程第１３ 認定第６号 

議  長 日程第１３、認定第６号 

「平成２７年度小海町水道事業会計歳入歳出決算の認定について」を議

題といたします。 

これから質疑を行います。歳入歳出とも決算書、及び付属書類で、ページ

ごとに行います。質疑のある方は挙手を願います。 

【決算書】 

（１）収益的収入及び支出   １ページ 

（２）資本的収入及び支出   ２ページ 

   損益計算書       ３ページ 

   剰余金計算書      ４ページ 

   剰余金処分計算書    ５ページ 

貸借対照表       ６ページ 

【決算附属書類】 

 １ 概況          ７ページ上段 

 ２ 工事          ７ページ下段から９ページ 

 ３ 業務         １０ページ上段 

 ４ 会計         １０ページ下段 

平成２７年度小海町水道事業会計収益費用明細書 

 収益の部         １１ページから１２ページ 

 費用の部         １３ページから１５ページ 

平成２７年度小海町水道事業会計資本的収入支出明細書 

 資本的収入        １６ページ 

資本的支出        １７ページから１８ページ 

 収益的支出        １９ページから２０ページ上段 

 未収金内訳,前払費用内訳,未払金内訳２０ページ下段から２２ページ 

 固定資産明細書        ２３ページ 

 企業債償還額一覧表      ２４ページ 

 水道料金及び使用水量年度別推移        ２５ページ 
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 ２６年度と２７年度の水道料金月別比較    ２６ページ 

 小海町水道事業予定キャッシュフロー計算書  ２７ページ 

議  長 その他全体を通じて質疑のある方は､ございますか。 

     （質疑なし） 

議  長 説明が終わりました。 

日程第１４ 「陳情・請願等」 

議  長 日程第１４、請願第２号を議題といたします。 

今定例会で受理した請願はお手元に配布したとおりであります。請願書

の朗読及び審議は、付託した委員会でお願いいたします。請願について

補足説明並びに質疑のある方は挙手をお願いします。 

（補足説明・質疑） 

議  長 補足説明なしと認めます。 

○【質疑終了】 

議  長 以上を持ちまして、議案、認定、請願に対する質疑を終結いたします。 

○【常任委員会付託】 

議  長 本日議題としてまいりました第３５号から第４１号、認定第１号から 

第６号及び請願第２号は、会議規則第３９条の規定により、お配りした 

議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託したいと思いま

すが、これにご異議ございませんか。 

（異議なし） 

議  長 異議なし」と認め、議案付託表のとおり付託いたしますのでよろしくご

審議の程をお願いいたします。 

○ 散   会 

議  長 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。一般質問は９月５日、月

曜日午前１０時から行います。これにて本日は、散会といたします。 

ご苦労様でした。               (ときに 15時 14分) 

 


